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　ご紹介いただきました、京都大学の稲葉と申します。
　京都大学は、文科省の女性研究者支援モデル育成のシステムが始まった
初年度から採択されておりますけれども、京都大学における男女共同参画
がとりわけ進んでいるというわけではありません。申請した時点では、わ
たくし自身も採択されないだろうと考えていました。もしかしたら、文科
省も京都大学は男女共同参画が遅れているから、この支援事業をきっかけ
に何とかしないといけない、あるいは何とかなって欲しいとの期待があっ
たのではないかと推測いたします。
　今日は、「女性研究者支援の現在」ということで、京都大学の事業につ
いてお話ししたいと思いますが、最初に科学分野での男女共同参画への動
きについてお話しした後に、京都大学における取り組みとして、アクショ
ンプランの制定に至る過程、数値からみた女性教員・学生の現状、さらに、
京大が取り組んできた「女性研究者支援モデル育成」事業と現在進行中の

「女性研究者養成システム改革加速」事業の二つのモデル事業の概略につ
いて報告させていただき、最後に残された課題についてお話ししたいと思
います。

第４回講演（２）
〈越境〉へのチャレンジ

女性研究者支援の現在
―京都大学の取り組み―

稲葉　カヨ
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１　科学分野における男女共同参画の動き

　国連が、平均寿命、教育水準、国民所得を用いて算出した、人間開発指
数（図表１）というものを見ると、日本は、スイス、ルクセンブルクと並
んで、世界で９番目です。
　ところが、こちらの、女性の能力をいかに活用しているのか、というこ
とをもとに試算された、ジェンダーエンパワーメント指数（図表１）を
見てみますと、日本は一気に９位から57位に落ちます。57位というのは、
OECDのなかでは、最下位です。いかに日本は女性の活力を利用していな
いのかということが、ここに歴然と出てきています。
　では次に、一般の企業も含めて、女性の研究者の数を見ていくと（図表
2-1）、確かに徐々にではありますが増えてきています。例えば、平成６年
には8.6パーセントだったのが、平成21年には13.0パーセントと1.5倍ぐら
いになってきています。
　ところが、20年、21年では変化はなく、つい最近に出た22年の報告では
13.6％になりました。こちら側の欧米や韓国との比較（図表2-2）では、13
パーセントで最下位です。ところが韓国では2010年にはその比率を14.9％
と大きく増加させています。つまり、日本は女性が採用されて、研究とい
う社会の中で働く環境がうまく整備されていないことがはっきりと表れて
います。
　1999年に「男女共同参画社会基本法」ができて、徐々に変化はしてきて
いますけれども、それでも不十分です。何が不十分であるのかといえば、
諸外国に比べたら変化は緩やかであり、仕事と家庭の両立に困難があると
されています。また、非正規雇用の問題。さらに、ワークライフバランス
の問題といったように、女性の活躍推進を遅らせている要因がまだまだ
残っていることが指摘されています。
　こうした状況のなかで、大学での研究者養成のために文部科学省のもと
に科学技術振興調整費を用いていろいろなプロジェクトが走り始めまし
た。例えば、RPDといわれる、育休や産休によって研究を中断した人に
対する復帰支援のシステムの整備、総合的な支援環境づくりを目的とした
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女性研究者支援モデル育成事業、女子中高生の理系進路選択支援、そして、
女性研究者養成システム改革加速事業などです。

２　京都大学における男女共同参画の動き

　私が今日お話しするのは「女性研究者支援モデル育成」事業と「女性研
究者養成システム改革加速」事業です。支援モデル育成事業は平成18年に
開始され、採択機関は全国で55機関になりました。３年のプロジェクトで
あるため、平成18年と19年の採択機関では終了しています。これを引き継
ぐかたちで、昨年度からシステム改革加速事業が開始されました。
　昨年度５大学、本年度７大学が採択され、これらの各大学が、いかに女
性を増やしていこうか、どうやって活力を引き出していこうかという取り
組みを行っています。
　こちらの図（図表３）をご覧ください。京大において男女が共に活躍す
るためには何が一番問題であるかというと、やはり出産・育児・介護の支
援が足りないということや、女性の教員が少ないこと、いろいろな施設に
おける女性への配慮が足りないといった、生活に根差した問題です。それ
は教員であっても学生であっても、大きく女性の側が認識しています。こ
れらについては、男性も同様に考えている人が多いことが分かります。
　ところが一部分では、男女が同じ受け取り方をしていないことがハッキ
リと見て取れる項目もあります。例えば、男女が共に活躍する上で現状に
何ら問題はないと感じている男性が多いという点です。それから、女性に
不利な研究、勤務体制であるということに対しても多くの女性が感じてい
る割に男性の共感が少ないことや、相談体制の不備を訴えるものがあり、
とりわけ教員ではアカハラがあることも指摘されており、その改善が大き
な課題となることが明らかです。これらを少しでも支援モデル育成事業の
推進によって、正していく必要があります。
　京大では、大学として男女教員の構成比から見たときに男女共同参画が
遅れていると言いました。それというのも1999年に男女共同参画社会基本
法が施行され、企業においてその推進の必要性が認識され始めましたが、
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これにいち早く国立大学として対応したのが東北大学。続いて、名古屋大
学、東京大学、北海道大学です。その後、九州大学、京都大学が続き、最
後に大阪大学でも男女共同参画に関する委員会が設置されました。
　このように、京大における組織としての変革は遅れました。しかし、京
大に在籍した女性研究者の意識は高く、1963年には全国に先駆けて、女子
院生を中心とした自宅での共同保育を開始していました。この育児を互い
に助け合うという活動を通じて翌年３月には、京大婦人研究者連絡会議、
現在の“女性研究者の会・京都”が設立されています。また、職員組合と
の連携に基づいた大学への要請によって同じ年の４月には学内に北部共同
保育所（現在の朱い実保育園）が、さらに翌年９月に南部保育所（現在の
風の子保育園）が開設されました。
　一方、時期はかなり遅れ1981年になりますが、学内教員の親睦団体とし
て“京都大学女性教官懇話会”が設立されました。この会の目的は、（１）
京都大学における女性教官相互の親睦と交流、（２）各自が当面する諸問
題についての情報の交換、（３）女性研究者の地位の向上と差別の撤廃と
いうものです。会員はすべての京大教官を対象としていますが、実際に活
動に参加していたのはそれほど多くはなかったことも事実です。しかし、
学内の意識調査を行ったり、例会としてそれぞれの研究者の研究発表会を
開催したりという活動は継続されました。設立後、代表者と総長との懇談
はなされたものの、大学執行部からは圧力団体と受け取られて、それ以降
の懇談はしばらくの間なされませんでした。しかし、1985年からは年１回
の定例懇談会として、開催されるようになり、その過程で、ハラスメント
を初めとする相談体制が整えられてきました。
　このような中で、京大では大変に不名誉なセクハラ問題が発生し、小野
裁判としてマスコミを賑わしたことを覚えておられる方もいらっしゃると
思います。セクハラの加害者として訴えられた教授が、被害者を弁護した
女性教授を名誉毀損として訴え返したというものです。これによって、女
性教官懇話会は再び活気を取り戻し、現在も総長との懇談会が継続され、
さらに若手女性研究者との懇談会を別途設けることにより、意見や要望の
提出の場として役立っています。
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　しかし、大学として男女共同参画が動き始めたのは、平成17年の10月の
男女共同参画企画推進委員会の設置以降です。この委員会の検討により、

「男女共同参画推進委員会」が設置され、平成18年３月には「男女共同参
画の基本理念・基本方針」が策定されましたが、この過程で委員会メンバー
の協力の下に、「女性研究者支援モデル育成事業」の申請書を作成して提
出しました。これが採択されたことによって、弾みがつき、女性研究者支
援センターができて、「京都大学男女共同参画推進アクション・プラン（提
言）」が公表されました。平成20年１月には委員会が推進室として改組され、
さらに７月には女性の理事が誕生し、翌年３月に「男女共同参画推進アク
ション・プラン」の策定に至ったわけです。
　マスコミに対するアクション・プラン発表における総長の談話において
も、まず、大学の意思決定機関で、女性比率を高めるように努めると意思
表明がなされています。また、採用昇進の際に女性であることを理由とし
た不利益がなされないように確認していくこと、そして、環境を整備しつ
つ、女性が存分に能力が発揮できる大学になるための、さらなる努力をし
ていく姿勢も示されました。
　女性研究者支援センターの事業と体制については、まず、４つの大きな
事業の項目を立てて、当初５つのワーキンググループで行うことにしまし
たが、その後、育児・介護支援事業については、病児保育事業と育児・介
護支援事業の２つに分けて、６つのワーキンググループで推進しています。
そして、それを支えるために専任のコーディネーターとして特任教授を置
き、そのもとに支援者３名を雇用し、事務は研究推進部が行ってくれると
いうかたちで事業を行ってきています。
　センターの設置に関しては、医学部の構内の北西の隅にあって使われて
いなかった建物をきれいに耐震改修し、敷地内には芝生を敷いて、子ども
が遊べるような保育スペースを確保しました。また、建物内には保育スペー
スを設けて、入園待機乳児用だとか、キッズサイエンススクールを開催し
ています。さらに、相談室や赤ちゃんコーナー、会議室というようにいく
つかの事業が行えるようになっています。
　平成21年の３月で科学振興調整費は終了しましたが、それ以降も京都大
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学としての重点アクション・プランのなかに位置づけて、これらの事業を
そのままそっくり大学経費による支援のもとに行っています。今後、運営
費交付金の減額という事態に陥ると、来年度以降の事業の推進に大きな影
響が出かねないことが懸念されていますが、大学への支援継続をお願いし
ていかなければなりません。
　では、センターの活動内容についてお話を進めます。まず、「交流・啓発・
広報事業」では、『ニュースレター』というかたちでセンターの活動を年
に８回、学内外に発信しています。女性研究者支援センターの存在を知ら
しめ、その事業を教職員、および学生に周知すると共に、学外にも知って
もらいたいという意図があります。このニュースレターの中に、特に学生
向けに、シリーズ記事「研究者になる」を掲載しています。これは昨年度
末で23回を迎えましたが、それを、英訳を付して一冊にまとめました。ま
た、グローバルCOEと共同して、『京都大学男女共同参画への挑戦』とい
う書籍も発行いたしました。
　次に、「ジュニアキャンパス」でゼミを提供したり、「車座フォーラム」
と題して女子高校生を招いて、大学の教育や研究、さらに研究者の生活に
ついて話をすることにより、研究者を目指す若者の裾野拡大を目指してい
ます。
　センターは、大学の中では研究機関として位置づけられているため、「ポ
ケットゼミ」を開講したり、人文・社会科学的視点と自然科学的視点から
性差について考える「性差を科学する」という全学共通講義、いわゆる教
養の講義を提供しています。
　それ以外にも、シンポジウムや女子の学生との交流会を開催し、また、
シリーズとして「性差科学」の研究会や「私の仕事とキャリアデザイン」
シンポジウムも開催して、啓発活動にも力を注いでいます。
　さらに、優秀な女性研究者を顕彰することにより、女子学生や若手女性
研究者の育成とモーティベーションとなるように「京都大学優秀女性研究
者賞（たちばな賞）」を平成20年に設けました。
　「相談、助言」事業では、メンター制度や相談窓口、情報窓口を設置し
ています。メンター制度というのは、准教授以上の女性教員のなかで引き
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受けてくださった53名の先生方にメンターを依頼し、メンター講習会を開
催すると共にアサーションの講演会を開催しています。実際に学生・院生
やポスドクの女性が相談を申し込んできたときには、内容や分野に応じて、
本人の希望を聞き、メンターの先生にお願いできるかどうかというのを確
認したうえで、相談に行ってもらいます。
　相談窓口は、一般の相談を対象としています。週１回、毎週金曜日の午
後と午前に計３組、１回50分というかたちで相談を受け付けています。女
性に関するあらゆる相談ということで、研究についての相談も一部分あり
ますけれど、それ以外の日常の生活や進路、家庭における問題など種々の
問題についての相談を持ちかけられています。カウンセラーには、京都市
のウィメンズカウンセリング京都に所属する方をセンターで雇用するとい
うかたちで運営しています。徐々に相談件数は増えてきています。この意
味するところは、いかに大学のなかの人には相談したくないけれど、誰か
専門家と称する人には聞いてほしいという人たちがけっこうたくさんいる
ということです。
　大学のなかでも、ハラスメントに関する相談を初めとする様々な問題に
ついての相談を受け付けるカウンセリングセンターはあります。しかし、
教員など学内者ではなく、第３者として安心して相談できる体制が望まれ
ていると考えられます。ただ、センターの相談窓口では、ハラスメントに
対する相談を受け付けても解決能力は無いところに問題点があります。
　京大が「女性研究者支援モデル育成事業」に採択されたときの一つの大
きな柱は、育児環境の整備としての病児保育室の設置です。病児保育事業
に位置づけられるものですが、医学部附属病院の中に、女性研究者支援セ
ンターが管轄する「こもも」と名付けた病児保育室を開設しています。
　この保育室で保育の対象となる病児は、基本的には病後児とされており、
その利用者（図表４）は、教員・医師、学生・研究員、看護師・事務職員
と多様です。この「女性研究者支援モデル育成事業」の目的は、理農工系
の女性教員、あるいは研究者の支援ということですけれども、運営のため
の半額以上が大学からのものですから、対象者を女性教員に限らず、登録
さえすれば、男性を含めて誰もが使えるというようなかたちにしました。
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しかし、優先権は女性研究者にあります。
　普通の保育所では、子どもが突然熱を出したら、引き取りにいかなけれ
ばなりません。でも、仕事をしているときに子どもを引き取らなければな
らないとなると、実験が中断されてしまい、場合によってはそれまでの仕
事が水泡に帰すことにもなりかねません。そのような状況になることを極
力避けたいという思いから、熱が出た子どもも、そのまま継続して預かれ
るようなシステムとして、感染隔離室の設置に関するアンケートというの
を行いました（図表５）。
　その結果、感染隔離室の要否に関しては、必要だと思う人は80パーセン
トを超えており、利用したいという人も６割を超えることが判明しました。
この結果をもとに大学と交渉しました。おかげで、病児保育室の一スペー
スの改築が可能となり、隔離室内の空気が一般のほうに出ない陰圧室をも
設けることができ、熱が出た子どもも安全に隔離室で、迎えが来るまでい
られるというようなかたちにしました。それが平成21年の12月です。
　現在の病児保育室の利用率ですが、病気のはやり方によって利用者の数
は変動します。しかし、感染隔離室が設けられてから、利用者も増加傾向
にあり、どの月も隔離室を利用する方々がおられることが分かります。
　育児・介護支援事業では、多くの機関において機関内保育所が設けられ
ています。しかし、既にお話ししましたように、京大では既に共同保育か
ら発展した認可保育所が学内に２カ所あります。そのため、新たな学内保
育室や保育所の開設については、当初の計画の中にはありませんでした。
現在も、開設を検討しているということもありません。一方で、当初は学
童保育を立ち上げる計画を持っていました。そのために、センターの敷地
内には子どもが安全に遊べるようにとの意図から芝生を敷き、遊具も設置
しました。しかし、小学３年までの子どもを持つ100人近い人たちにアン
ケートを採ったところ、学童保育を利用するという人たちは、たった二人
しかいないことが分かり、利用しないとした人たちの多くは、学校からの
移動の問題に加え、子どもが地域社会から離れることを危ぶむものでした。
　そこで学童保育はやめることにしたのですが、そうすると学童保育のた
めのスペースが空きます。また、事業廃止という問題を抱えることになり
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ます。そこで、これを回避する方法として、小学校１年生から３年生まで
の児童を対象にして夏休み中の５日間、学内のボランティアの教員や企業
の研究者にお願いして、「キッズサイエンススクール」を開いています。
12名程度までしか預かることはできないのですが、午前中は自由に作文し
たり、絵を描いたり、夏休みの宿題などをして、午後には講師の先生によ
る科学教室での実践的な活動をします。
　さらに、女性研究者の保育支援とスペースの有効活用のため、毎年９月
からは保育園の入園待機乳児のための保育室を開室しています。当初定員
は８名でしたが、現在は９名に増やしました。
　また、夜間は保育室が空いているのですから、これを利用して、実験や
研究会・学会などで遅くなり、子どもを保育所に迎えに行けない場合に、
保育士さんなり資格を持っている方に代わりに迎えに行っていただいて、
大学の女性研究者支援センターの保育施設で、迎えが来るまで預かるとい
う「お迎え保育」も開始しました。
　産休・育休・介護期間中における研究・実験補助者の雇用は、就労形態
のワーキンググループが担っている事業です。ここに示していますように

（図表６）、対象となる女性研究者のために、年に２回募集しておりますが、
学内経費を充当することにより、平成20年の第２期からは男性の応募も可
としました。また、本来は理系を対象とした事業でしたが、すべての分野
の正規教員に加えて、特定有期とか有期雇用、時間雇用、学振PDの人も
応募できることとして、門戸を開いています。
　見ていただくと分かるように、利用者の研究分野については、本来なら
理農工系の研究者が対象となっているのですが、利用者は医学系が圧倒的
に多いのが現状です。また、男性でもこの制度の利用者がいます。男性の
場合、多くが育児ではなくて、介護で応募されています。
　図に示しますように（図表７）、アンケートを採った段階では実際に育
児休業を取った人の割合は高くはありませんでしたが、取得しようと思う
人の割合が60％を超えています。また、これまでお話ししてきましたよう
に、女性研究者支援事業の開始によって、育児休業取得者も徐々に増えて
きています。
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　大学としても女性研究者支援に積極的に取り組んでいるのですが、この
間にどれぐらい女性研究者が増えてきたかを見ていただきますと（図表
８）、ここ25年ほどの間に3.8倍近くになりました。しかし、事業開始前の
2005年が191名だったのに比べると、事業が終了した時点でもようやく227
名（7.9％）で、本年５月でも234名（8.2％）にしかなっていません。当初、
目標を10％に設定していたことから、残念ながら目標達成には至りません
でした。ただ、他大学では、女性研究者数は年度によっては転出や退職の
ために減少することもあるのですが、京大ではそのようなことはなく、毎
年僅かずつではありますが、着実に増加はしています。減少しないという
ことは重要ではありますが、増加が少ないという問題を抱えています。
　職位別の女性教員比率を見ると（図表９）、90年代では、女性は3/4が助
手でした。しかし、2000年ごろから大きく、上位の職の女性の割合が徐々
に増加し、地位の向上が見られます。言い方を変えると、女性で研究の道
に進んできた人たちが増えてきて、その人たちが着実にステップアップし
てきているということを示しています。ただし、男性の場合は、教授、准
教授、講師、助教がほぼ同じ割合であることを考慮すると、まだまだ改善
の余地は大きいとも言えます。
　京都大学の現状を他大学と比較して見ていただきます（図表10）。この
調査は国大協が毎年行っているものですが、この女性教員比率の値には、
年俸制特定有期雇用教員が含まれています。そのために、先に見ていただ
いた値とは若干異なります。
　次に、この間に理系の学部・大学院における女子学生比率の推移（図
表11）を見ると、理系の学部生というのはかなり増えてきて18.5％ぐら
いになりました。一方、修士課程の女性の比率の増加は少ないですが、
18.2％、博士課程の女子学生は21.1％です。大学院において修士、博士課
程へと進むに連れて女子学生比率が高くなっているのは、男子で大学院へ
進む人が減ってきているということが一因と考えられます。特に不況に
なってからは、修士から博士へ進学する男子学生の数が減りました。女子
学生の進学者も減ってはいますけれども、男子学生の減少がそれを上回っ
ているという現状があります。
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　女子が減っているにもかかわらず、女子学生が増えているもう一つの要
因は、外国からの留学生です。とりわけ工学系に顕著です。国際化拠点整
備事業（グローバル30）にとっては、留学生が増えることは喜ばしいこと
ではありますが、将来の日本を担う日本人研究者の数は減っていくのは憂
慮すべきことです。
　「女性研究者支援モデル育成事業」では、これまでお話ししましたよう
な事業を推進してきました。これが開始されたことにより、支援体制も整
備されました。これらの事業は、女性研究者だけでなく男性研究者にも好
意的に受け入れられています。また、大学からも多大の支援もいただいて
きましたし、科学技術振興調整費による事業終了後も、アクション・プラ
ンの中で位置づけてもらって、事業を継続しています。しかし、この間の
理工農系の女性教員の増加が目標としていた値に達しなかったことによる
のか、最終評価において京大はBでした。Ａ評価が出たのは農工大だけで、
早稲田大学を除いて、他はみんなBという結果でした。費用はかかったけ
れど、理農工系女性教員増に繋がらなかったということのようです。

３　京都大学における「女性研究者養成システム改革加速」事業

　大学にいる研究者は全体の35％弱に過ぎません。60％以上の研究者が
企業等に在籍しています。全体の分野別研究者構成を見ると、工学系が
55％、理学系14％、農学系５％、保健系14％、人文社会系12％です。私た
ちは大学にいるので、大学の研究者ということばかりに目を奪われていま
す。しかし、大学の女性研究者比率は平成21年度では23.3％であるのに対
して、企業では7.2％に過ぎません。一方で、大学教員における女性の割
合は特に工学、農学、理学系で低いことも明らかです。これは、京都大学
にもそっくり当てはまります。おそらくこの傾向は他大学に比べても顕著
ではないかと思います。
　世界の中で女性の社会進出が遅れている日本において、女性の活躍促進
のために幾つかの施策が講じられています。その中で、新たな分野の女性
の参画の拡大として「科学技術分野など」があげられており、自然科学系



106 107

稲葉　カヨ

全体の採用目標が第３期科学技術基本計画の中で打ち出されています。そ
れによると、女性研究者の採用目標を2020年度までに自然科学系全体で
25％とするとされており、その内訳は理学系20％、工学系15％、農学系
30％、保健系30％となっています。その中で、保健系は既に平成19年度に
おいて34.4％であり目標は達成済みのため、残る３分野を中心に女性研究
者の採用を一気に増加させようとの目的で、「女性研究者養成システム改
革加速」が開始されました。
　平成21年度の博士課程女子学生比率は、文部科学省統計要覧によれば、
理学系19.1％、工学系14.2％、農学系30.0％ですから、この値がこのまま
あるいは増加傾向に推移し、学位取得者も増えていけば、目標達成はあな
がち不可能ではないのかもしれません。
　ということで、京都大学でも「女性研究者養成システム改革加速」プロ
グラムに応募しました。事業内容については、応募時に決められているの
で、目標はただ一つできるだけ多くの女性を正規教員として採用すること
です。その採用に向けた姿勢が大学毎に異なっており、人事特別枠や女性
枠が設定されたり、女性を採用した場合にはインセンティブとして研究員
等の人件費の一部や物件費の補助が給付されたりしています。
　平成21年度５機関、22年度は７機関がこのプログラムに採択されていま
すが、唯一京都大学のみが、敢えて女性枠は設けず、公正な評価に基づき
同等と判断される場合には女性の採用を促進するとしました。その理由は、
女性枠の設定に対して、男性教員からの反対意見と共に、一部女性教員か
らも採用後のイメージが良くないとの意見が出されたためです。また、一
部の男子大学院生は、「何で女性、女性と言うのですか、僕たちだって同
じように職が必要です。同じ評価をして女性を採るというのだったらいい
のに、女性枠というのは初めから女性しか採らないので逆差別ですよ」と
言ったりもしました。さらに、男性教員からは、「実際に一般公募の場合
には、女性応募者がほとんどいないのに、女性枠にした途端に一気に何十
人もの応募者がいるのか」という言葉も聞かれました。
　しかし、事業が開始され、これまで通りの人事が進められてみると、女
性教員の採用が非常に僅かで、目標値には全く達しません。平成21年度に
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は８人の採用を目標として２名、今年は16人の採用を目指しているのです
が、今日までの所４人しか採用できていません。理工農系以外の部局で
は、助教だけでなく、教授、准教授、講師の採用もあり、人事案件数に対
して10％を超えて女性を採用しています。この違いが、何に起因するのか
を知ることは非常に重要ですから、夏休み明けから、各部局を理事や男女
共同参画推進室のメンバーと共に訪問して、人事の仕方や選考委員会での
選考について話を聞くことになっていますし、男女共同参画推進室でも各
部局における個別の人事について応募者総数と女性比率を調べるためのア
ンケートを採ることになっています。
　部局別の学部・修士・博士課程の女子学生比率（図表12）を見てみます
と、人文社会学系では概して博士課程の女子学生が高くなっています。そ
れに対して、自然科学系では、理工医薬とも修士課程に比べて減少してい
ます。私が所属している生命科学研究科は理農薬学の学生が主に進学して
きていますが、やはり博士課程進学者の減少が見られます。工学系の研究
科では留学生が増えているので、修士課程からの学生数の減少は認められ
ません。
　このように博士課程進学希望者の数そのものが減少してきたというのが
昨今の実状です。不景気になって就職が難しい状況の中で、修士課程修了
後は堅実に職を得る方が得策であると考える学生も増えています。さらに、
オーバードクターの問題がこれを助長していると見ることもできます。先
の見えない研究職に対して、魅力が失せつつあるようです。
　やはり女性だって世の中に出て、自分の力をふんだんに発揮したい。そ
れだったら別に大学院に行かなくても、企業に行って、企業のなかで学位
を取って、研究者という道もあります。実際に、修士課程修了後に就職し
て、学位取得後、再び教員として大学に戻ってくる人も増えてきています。
　京大の中で、女子学生の就職についての調査を農学部、理学部、薬学部
でしてみると、優秀な女子学生は多く修士課程でやめて企業に就職し、そ
こで存分に力を発揮して、昇進している人も多々おられることが分かりま
した。立場上、理系の女子学生の方々には大学で研究をし続けて欲しいと
思っているのですが、実際、企業の方が大学よりも安定して仕事が続けら
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れる環境が整っていると思うことがあります。
　京都大学の現状の理解と意識改革が必要であることを、男女共同参画担
当の大西珠枝理事と話し合いました。その結果、科学技術振興調整費「女
性研究者支援モデル育成」および「女性研究者養成システム改革加速」事
業担当の文科省基盤政策局の川端課長に来ていただき、「考えよう　―京
都大学の男女共同参画―」と題するシンポジウムを開催しました。同様の
内容のシンポジウムを女性研究者支援センターが主催で行ったことがあり
ます。しかし、教育研究評議会後に開催したにも拘わらず、教育研究評議
会とシンポジウムの会場が別の建物であったため、出席してくださった部
局長・評議員の先生の数は僅かでした。そのため、今回は教育研究評議会
を時計台国際交流ホールへと移動させ、会議終了後１階を通って外へでら
れる先生を、１階で待ち受けるかたちで、時計大ホールでシンポジウムを
開きました。その結果、部局長と評議員を含めた総勢141名の方々が参加
してくださいました。おかげで、出席された先生方は京大の遅れた現状を、
ある程度ではあっても、理解してくださったと思います。
　とりわけ、川端課長からの「京都大学が「女性研究者養成システム改革
加速事業」に採択されたのは、採用しようとする女性研究者数が多かった
ことによる」との言葉と「この目標を達成するように努力を期待する」と
の発言が、出席者の胸に響いたと感じました。
　女性を積極的に採用していただくことについても、去年いくつかの部局
を回りました。すると、部局の先生からは「なぜ女性なのか」「やはり逆
差別ではないのか」「応募者もいない」「十分な能力がないのだから仕方が
ないよ」といったように、女性の意欲や能力に問題があるといった意見が
出てきました。
　しかし、女性の側の意識というのは、職場環境や、制度、習慣に問題が
あるというとらえ方をしています。このように男性と女性とは、明らかに
差別に対する現状認識が違うということです。
　こうした男女において意識の違いが表れる原因に差別の形態の変化とい
うものがあげられるのではないかと考えます。20世紀までは、露骨な制度
的な差別というのもありました。私自身の経験としては、私は免疫学とい
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う基礎医学的な研究をしているのですけれども、大学院の学生だったとき、
よく「女の子はなあ」と言われたことがありましたし、ある手技を教えて
もらおうとして医学部系の先生にお願いしたところ、女子学生の研究室へ
の出入りは好ましくないと断られたことがあります。結局、教えてもらえ
ず、文献をもらうこともできず、手探りで行いました。
　しかし、21世紀になって、法制度が整ってきたこともあり、差別という
ものが変化してきたように思います。つまり、差別が目に見えるものから、
見えにくいものへと変わってしまったのです。つまり、違法とまでは言え
ないものの、数字に表れない女性に対する搾取やハラスメント、無視といっ
たものがあり、当事者である女性研究者自身も差別であると認識しないま
まになってしまう場合もあると考えられます。このような状況が、大学に
限らず一般社会においても、男女共同参画が進んでいかない一因かもしれ
ません。
　京都大学のなかで、差別を感じた、受けたと思ったことがあるかという
ことを、男女共同参画委員会が行ったアンケート（図表13）で聞いてみま
した。そうしますと、まだ制度的な差別が残っていた頃の世代の女性教員
の多くが、差別を受けたと感じたことが明らかです。それが、若い世代で
は減ってきています。しかし、これからまさにキャリアを形成していこう
としている研究員では差別を感じている人が半数近くもいることに驚かせ
られます。一方、男性では、差別を感じている人の割合は女性に比べて圧
倒的に少ないのですが、男性でも若い研究員では差別を感じる人が少なか
らずいることも示されています。
　一方、性差別の経験について、教員と学生を、理系と文系で分けて集計
してみますと（図表14）、男性教員では系によって差別感における差は見
られませんが、女性教員では男性よりはるかに多くが差別を感じており、
その割合は理系の方が文系よりも多いことがわかります。学生では、やは
り女子の方が、差別があると感じている人が多いですが、文系と理系の差
は小さくなっています。ところが、男子学生では文系の方が理系よりも差
別感を持っているという興味深い結果になっています。
　次に、女性研究者にとって、研究を継続していくうえでの問題点を考え
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てみたいと思います。まず、キャリア形成の上でロールモデルが少ないた
めに、将来像がよく見えないということです。私は理学部出身ですが、大
学院時代は生物系には、女子学生は各学年に１−３人で、私が所属した研
究室では、最初の女子学生という状況でした。そのため、環境の変化に慣
れる上で時間もかかりましたし、将来どうできるのかも全く見えないまま、
研究を始めたように記憶しています。
　女性研究者にとっておそらく最大の問題が、研究と家事・育児というワー
クライフバランスの問題であるのは言うまでもないことです。男性も家事
や育児に協力的になってきているとは言え、やはり女性にとっては大きな
問題で、そのためには、保育施設の充実や柔軟な勤務時間制度とそれに伴
う評価方法の確立が必要です。とりわけ、実験系の研究者にとっては、保
育の支援環境の整備が必要だと思います。
　数少ない女性研究者が孤立感をもつ要因の一つに、オールドボーイズ
ネットワークが存在していることがあげられるかも知れません。これは、
マジョリティーの男性社会をつくりあげてきた独特の環境とでも言えま
しょうか、女性にとっては馴染みにくいものだと思います。男性同士のネッ
トワーク内での情報から外れてしまい、その結果意図しているわけではな
いにしても結果的に数少ない女性が排除されてしまうことになってしまい
ます。
　「女性研究者養成システム改革加速事業」において、採択されている多
くの機関で、ポジティブ・アクションの基に、理工農系女性研究者の採用
が進められているということを既にお話ししました。男性の側からは逆差
別であるとの意見も出ています。しかし、男女雇用機会均等法の中で、男
女の差別を禁止していることに加え、さらに踏み込んで、必要なポジティ
ブ・アクションを講じようとすることは違法ではないとされています。
　しかし、男性の反発を最低限に抑えて、どのように進めていくのかが大
きな問題です。やはり男性と女性の合意のもとに進めていかなければなり
ません。数値目標が提示されてしまったのだから、嫌々ながら仕方がない
というのではなく、積極的に女性の力を発揮させて活力としていこうとす
る気持ちが大切です。
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　ここからは、私見ではありますが、本当に活力と魅力にあふれた大学と
なるためには、女性の力を活用することが真に大切であるとするトップの
リーダーシップが大きな力となると考えています。実際の運営には、トッ
プの意思をうまく組織の中に制度として反映させ、それを支えるマネジメ
ントシステムをつくる必要があると思うのです。
　実際に女性研究者を増やしていく、つまり大学での男女共同参画を推進
しようということを考えたときに、一定のロードマップも必要でしょうし、
一時的でもいいから、それを補完するような、アファーマティブ・アクショ
ン（ポジティブ・アクション）をとることも、推進には有効だと思います。
アファーマティブ・アクションにとって重要なのは、その設計と組織とし
て透明性の高い評価システムの構築、そして、職場環境を整備するという
ことだと思います。ただ、残念ながら、京大ではその段階に至っていない
ということです。
　つたない話でしたが、皆さまご静聴ありがとうございました。
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図表１　ジェンダーエンパワーメント指標の国際比較

２−１

図表２　女性研究者数及び比率

２−２
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図表３　京都大学において男女が共に活躍するための問題点

図表４　病児保育室（こもも）利用者の職種別分布
　　　　（2009 年４月～ 2010 年６月）
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医療技術系
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図１　回答者の性別 図２　回答者の職階 図３　回答者の年齢

図４　感染隔離室の要否 図５　感染隔離室設置後の利用希望 図６　隔離室を利用したくない理由
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図表５　感染隔離室設置に関するアンケート

図表６　産休・育休・介護期間中における研究・実験補助者の雇用
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3.4％

32.4％
64.2％

79.4％

20.6％

取得しようと思う　 取得しないと思う　 無回答 取得した　 取得しなかった

育児休業取得希望の有無
（子どもなし　N＝176）

育児休業取得の有無
（子どもあり　N＝68）

図表７　女性研究者の就労形態に関するアンケート調査

図表８　女性教員階層比率の推移①








